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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
六
十
六
号 

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和

六
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
七
十
八
号
（
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
重
要
管

理
対
象
技
術
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
を
行
お
う
と
す
る
者
に
報
告
を
求
め
る
事
項
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う

に
改
正
し
、
令
和
八
年
一
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

二 

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
重
要
管
理
対
象
技
術
」
と
は
、

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
別

表
の
一
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
の
う
ち
、
当
該
技

術
を
提
供
し
た
後
に
、
当
該
技
術
の
提
供
を
受
け
た
者
が

二 

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
重
要
管
理
対
象
技
術
」
と
は
、

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
別

表
の
一
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
の
う
ち
、
当
該
技

術
を
提
供
し
た
後
に
、
当
該
技
術
の
提
供
を
受
け
た
者
が
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当
該
技
術
を
内
容
と
す
る
情
報
を
適
切
に
管
理
し
な
い
場

合
に
お
い
て
、
省
令
第
九
条
第
二
項
第
七
号
ロ
若
し
く
は

ニ
又
は
第
八
号
ロ
若
し
く
は
ニ
に
規
定
す
る
お
そ
れ
が
生

じ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ
～
ヘ 

（
略
） 

ト 

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
も
の
の
設
計

又
は
製
造
に
係
る
技
術
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

（
一
）
量
子
ド
ッ
ト
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術 

（
二
）
有
機
エ
レ
ク
ト
ロ
ル
ミ
ネ
セ
ン
ス
デ
ィ
ス
プ
レ

イ
に
用
い
ら
れ
る
熱
活
性
化
遅
延
蛍
光
特
性
を
有

す
る
材
料
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術 

当
該
技
術
を
内
容
と
す
る
情
報
を
適
切
に
管
理
し
な
い
場

合
に
お
い
て
、
省
令
第
九
条
第
二
項
第
七
号
ロ
若
し
く
は

ニ
又
は
第
八
号
ロ
若
し
く
は
ニ
に
規
定
す
る
お
そ
れ
が
生

じ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ
～
ヘ 

（
略
） 

 

（
新
設
） 
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（
三
）
位
相
差
フ
ィ
ル
ム
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技

術 

チ 

内
視
鏡
及
び
そ
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
も
の
の
設
計

又
は
製
造
に
係
る
技
術
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

（
一
）
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
軟
性
内
視
鏡
（
先

端
硬
性
部
の
直
径
が
一
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

も
の
に
限
る
。
）
の
挿
入
部
の
設
計
又
は
製
造
に

係
る
技
術 

１ 

イ
メ
ー
ジ
セ
ン
サ
ー
の
総
画
素
数
が
二
、
〇

〇
〇
、
〇
〇
〇
を
超
え
る
も
の 

２ 

光
学
レ
ン
ズ
の
視
野
方
向
が
〇
度
の
も
の
で

  

（
新
設
） 
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あ
っ
て
、
視
野
角
が
一
二
〇
度
を
超
え
る
も
の 

３ 

超
音
波
内
視
鏡
で
あ
っ
て
、
光
学
レ
ン
ズ
の

視
野
方
向
が
〇
度
で
な
い
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
視
野
角
が
一
〇
〇
度
以
上
の
も
の 

 
 

 


